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令和４年６月定例県議会提出予定案件 

 

 

（議 決 案 件） 

【改正条例】 

１ 山梨県部等設置条例中改正の件 

   県民に分かりやすい組織にするため、知事直轄組織の名称を改める。 

   ・ 「知事直轄組織」の名称を「感染症対策センター」へ改称 

＜公布の日から起算して７日を経過した日から施行＞ 

 

 

 

２ 山梨県立国際交流センター設置及び管理条例中改正の件 

   県立国際交流センターの移転等に伴い、所要の改正を行う。 

・ 施設名を「山梨県立国際交流・多文化共生センター」へ改称 

・ 宿泊施設及び会議室に関する規定を削除  など 

  ＜令和５年４月１日から施行＞ 

 

 

 

３ 山梨県議会議員及び山梨県知事の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例中改正の件 

公職選挙法施行令の一部改正に鑑み、選挙運動用自動車の使用等の公費負担の限度額の改

正を行う。 

１ 選挙運動用自動車の使用の公費負担の限度額の改正 

・ 選挙運動用自動車の借入れ 

１日 １５，８００円 → １６，１００円  など 

   ２ 選挙運動用ビラの作成の公費負担の限度額の改正  など 

     ・ 印刷費 ５万枚以下の部分   

１枚   ７円５１銭 →   ７円７３銭 

           ５万枚を超える部分 

１枚   ５円 ２銭 →   ５円１８銭 

＜公布の日から施行＞ 

 

 

 

４ 山梨県手数料条例中改正の件 

長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部改正に鑑み、長期優良住宅維持保全計画

認定申請手数料等を新たに設ける等所要の改正を行う。 

１ 長期優良住宅維持保全計画認定申請手数料等を新設 

２ 教育職員免許状の有効期間更新手数料等を廃止 

＜令和４年１０月１日から施行。ただし、２については令和４年７月１日から施行＞ 
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５ 山梨県警察関係手数料条例中改正の件 

運転免許に係る講習等に関する規則の一部改正等に伴い、特定任意高齢者講習手数料等に

ついて所要の改正を行う。 

・ 特定任意高齢者講習手数料の簡易の区分を削除 

・ チャレンジ講習手数料を削除  など 

＜公布の日から施行＞ 

 

 

 

６ 山梨県安心こども基金条例中改正の件 

子どもを安心して育てることができる環境を整備するための事業を拡充して実施するため、

基金の対象事業について所要の改正を行う。 

・ 妊産婦、子育て世帯及び子どもに対する包括的な支援体制を構築するための事業を追 

加 

＜公布の日から施行＞ 

 

 

 

７ 山梨県県税条例中改正の件 

地方税法の一部改正に伴い、個人の県民税等について所要の改正を行う。 

１ 個人県民税の住宅ローン控除に係る特例措置の延長（４年間） 

２ 上場株式等の配当所得等に係る課税方式の見直し 

３ 不動産取得税に係る申告等の見直し  など 

＜令和５年１月１日から施行。ただし、２については令和６年１月１日から、３については

令和５年４月１日から施行＞ 

 

 

 

８ 山梨県地方活力向上地域における県税の特別措置に関する条例中改正の件 

地域再生法第１７条の６の地方公共団体等を定める省令の一部改正に鑑み、課税免除又は

不均一課税の対象となる施設の要件について所要の改正を行う。 

・ 施設整備計画の認定期限の延長 

令和４年３月３１日 → 令和６年３月３１日 

   ・ 施設整備計画の認定から事業の用に供するまでの期限の延長 

      ２年 → ３年 

＜公布の日から施行し、令和４年４月１日から適用＞ 

 

 

 

９ 山梨県立青少年センター設置及び管理条例中改正の件 

   施設の老朽化等に鑑み、県立青少年センターの施設について所要の改正を行う。 

   ・ 会議室、研修室、体育館、プール、トレーニング室等を廃止 

   ・ 小ホールを新設 

＜令和５年４月１日から施行＞ 
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10 山梨県立自然公園条例中改正の件 

自然公園法の一部改正等に鑑み、県立自然公園における公園事業の執行の手続等について

所要の改正を行う。 

１ 利用拠点整備改善計画の認定に係る制度の創設 

２ 自然体験活動促進計画の認定に係る制度の創設 

３ 県立自然公園の利用のための規制の強化に伴う罰則の追加  など 

＜公布の日から起算して１月を超えない範囲内において規則で定める日から施行。ただし、

３については令和４年１０月１日から施行＞ 

 

 

 

11 山梨県公営企業の設置等に関する条例中改正の件 

丘の公園の収益性の向上を図るため、施設の種類等について所要の改正を行う。 

・ 施設に関する規定からテニスコートを削除  など 

＜令和５年４月１日から施行＞ 

 

 

 

12 山梨県立男女共同参画推進センター設置及び管理条例中改正の件 

都留市に所在する県立男女共同参画推進センターの機能の見直しに伴い、利用料金限度額

について所要の改正を行う。 

   ・ 都留市に所在するセンターの利用料金限度額を削除 

＜令和５年４月１日から施行＞ 

 

 

 

13 令和４年度山梨県一般会計補正予算 

 

 

14 令和４年度山梨県恩賜県有財産特別会計補正予算 

 

 

15 令和４年度山梨県流域下水道事業会計補正予算 

 

 

16 契約締結の件 

国道１３９号上和田２号トンネル建設工事          1,584,000,000 円     

 

 

 

17 和解及び損害賠償額の決定の件 

   県立産業技術短期大学校都留キャンパス整備事業用地の買収等について、和解することと

し、損害賠償額を定める。                    38,512,940 円     
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（承 認 案 件） 

１ 山梨県県税条例中改正の件 

地方税法の一部改正に伴い、法人の事業税等について所要の改正を行う。 

１ 法人事業税に係る見直し 

・ 大法人に対する所得割の軽減税率の廃止 

・ ガス供給業に対する課税方式の見直し 

２ 不動産取得税の特例措置に係る見直し 

令和４年３月３１日専決、３月３１日公布 

＜令和４年４月１日から施行＞ 

 

 

 

 

（報 告 事 項） 

１ 山梨県過疎地域における県税の特別措置に関する条例中改正の件 

   租税特別措置法施行令の一部改正に伴い、規定の整理を行う。 

   令和４年５月１３日専決、５月１７日公布 

  ＜公布の日から施行＞ 

 

 

 

２ 山梨県児童福祉施設に関する基準を定める条例及び山梨県指定通所支援の事業等に関する基

準等を定める条例中改正の件 

   社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正に伴い、規定の整理を行う。 

   令和４年３月３１日専決、３月３１日公布 

  ＜令和４年４月１日から施行＞ 

 

 

 

３ 山梨県建築基準法施行条例及び山梨県の事務処理の特例に関する条例中改正の件 

   建築基準法の一部改正に伴い、規定の整理を行う。 

   令和４年５月２０日専決、５月２４日公布 

＜公布の日から施行＞ 

 

 

 

４ 山梨県甲府駅南口駅前広場設置及び管理条例中改正の件 

   道路運送法施行規則の一部改正に伴い、規定の整理を行う。 

   令和４年３月３１日専決、３月３１日公布 

＜公布の日から施行＞ 
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５ 令和３年度山梨県一般会計継続費繰越計算書 

 

６ 令和３年度山梨県一般会計繰越明許費繰越計算書 

 

７ 令和３年度山梨県一般会計事故繰越し繰越計算書 

 

８ 令和３年度山梨県恩賜県有財産特別会計繰越明許費繰越計算書 

 

９ 令和３年度山梨県恩賜県有財産特別会計事故繰越し繰越計算書 

 

10 令和３年度山梨県市町村振興資金特別会計繰越明許費繰越計算書 

 

11 令和３年度山梨県営電気事業会計継続費繰越計算書 

 

12 令和３年度山梨県営電気事業会計予算繰越計算書 

 

13 令和３年度山梨県営温泉事業会計予算繰越計算書 

 

14 令和３年度山梨県流域下水道事業会計予算繰越計算書 

 

15 変更契約締結の件  ２件 

   ・ 国道３００号灯第２トンネル建設工事 

        1,778,760,000 円 → 1,845,160,400 円   66,400,400 円の増 

現契約議決時期：平成 31 年 2 月議会 

相手方：早野組・三枝組・松井組工友 JV 

 

   ・ 国道１４０号（新山梨環状道路東部区間２期）落合西本線橋上部工製作・架設工事  

      1,032,900,000 円 → 1,011,329,000 円   21,571,000 円の減 

      現契約議決時期：令和 2年 9 月議会 

相手方：飯田鉄工・横河ブリッジ・䬞崎製作所 JV 

 

 

 

16 訴えの提起の件 

   県営住宅の明渡し及び滞納家賃等の支払い請求 

   （滞納月数 ６月以上 ５名） 

 

 

 

17 和解及び損害賠償額の決定の件あ あ あ１０件     3,659,236 円 

   公務上の交通事故           ６件     3,366,630 円 

県道上の落石事故           ２件           146,839 円 

   県道上の甲蓋事故           １件      127,287 円 

   運転免許業務の誤処理         １件        18,480 円 
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（提 出 事 項） 

１ 県が出資している法人の経営状況説明書 （２９法人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


